
            

        
          
            奉行クラウドを活用した業務改善なら東京・赤坂のアクタス（大阪も対応します）

          

          
            
              
                
                
              
            

            
              奉行クラウドを活用した業務改善なら
東京・赤坂のアクタス（大阪も対応します）

            

            
              

              03-3224-8890受付時間：平日10:00〜18:00

            

            
              お問い合わせ
            

            
              
                
                
                
              

            

          

          
          
            	
                サービス
                
                  
                    
                    サービス

                    
                      
                      
                        テレワーク導入サービス

                        経理部のテレワーク

                        人事部のテレワーク

                      

                    
                    
                      
                      
                        働き方改革サービス

                        長時間労働対策

                        業務プロセス改善

                        ワークスタイル変革

                        人材有効活用

                      

                    
                  

                

              
	
                電帳法
              
	
                奉行シリーズ
              
	
                アクタスが選ばれる理由
              


          
          

          
          
            
              
                
                
                
              

            

            	
                電帳法
              
	
                テレワーク導入サービス
              
	
                働き方改革サービス
              
	
                奉行シリーズ
              
	
                アクタスが選ばれる理由
              
	
                お知らせ・トピックス
              
	
                
                  
                    
                    
                    
                  

                

              


          
          
        


	
	
    
    
    お知らせ・トピックス

	


  
    
奉行ナビ


> 労務> 人事が押さえておきたい「令和5年4月」の「月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げ」
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                  2023.02.08

                
                                
                                  

                                
                  令和5年4月から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

本記事では、従前の制度との変更点と必要な準備を解説します。本改正への対応を契機にDX化を進めるヒントもお伝えいたします。

※本記事は厚生労働省の資料（https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf）を参考に作成しております。

 

■大企業では既に始まっていました。

「働き方改革関連法」という法律をご存知でしょうか。正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といい、2018年7月6日に公布されました。色々改正点があり、2019年4月から順次、企業は対応に追われることとなりました。

 



引用：高知労働局「働くひとに、」9頁　より

 

今回解説させていただく 「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられる」改正点は、実は大企業では2010年の労働基準法の改正により始まっていました。13年の猶予期間を経て、ついに中小企業でも、2023年4月より対象となったのです。

 

■割増賃金率の変更点

改正前・・

中小企業で60時間以下→25%

中小企業で60時間超→25%（大企業は2010年からここが50%）

 

改正後・・

中小企業で60時間以下→25%

中小企業で60時間超→50%

 

■代替休暇の付与も可能

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与することができます。

ただし、こちらの制度を利用する場合は労使協定の締結、就業規則の見直しなど、文書周りの対応が必要になるので、注意が必要です。

 

■変更に伴い、求められること

①代替休暇の付与を利用するか否か、検討しておく。利用する場合、文書周りの対応を確実に行う。

②労働時間を正しく把握する。全ての勤怠管理の軸となる数値になります。また「法定休日労働」は今回の60時間の算定には「含まれない」ため、分けて集計しなくてはならないので、注意が必要です。

③給与計算。お使いのシステムは今回の改正に対応していますか？手計算等で管理されている場合、数式に不安はありませんか？

④代替休暇の管理。こちらも振替える時間に応じた計算と、残日数の管理が必要になります。

 

■DX化して、そもそも、60時間を超えないようにする取り組みを

「働き方改革関連法」の交付や、SNSの流行に伴うように、労働者が他者や他社の状況を知り、自身と比較する場面が増えてきています。新規の人材確保に苦労されている企業様も多いかと思いますが、まずは既存の、自社の労働者をしっかりつなぎ留めておくことの重要性は今後増していくことと思われます。

アクタスでは給与計算の代行業務や、システムの導入、業務フローの改善といった手段を通じて、お客様のDX化、「労働時間を減らす」お手伝いをしております。

 

例えば、今回の改正へのシステムでの対応といたしましては「就業奉行」「給与奉行」の導入が挙げられます。DX化という観点から考えると、

労務周りの業務を奉行シリーズでまとめてしまう、「奉行クラウド HR DX Suite」 の導入もオススメです。

 



（画像クリックで拡大します）

 

新しいシステムの導入には稟議、予算、社内調整、移行作業、など、ご担当者には一時的に負荷がかかる場面もありますが、導入後の成果はそれを大きく超えることもあります。奉行クラウド HR DX Suite のみならず、お客様へ最適なソリューションを提案させていただき、導入への負荷を全面サポートいたします。

ふわっとした相談もお受けしますので、お気軽にお問合せください。
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